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本来住所地に送付される書類を、届け出により送付先変更することができます。 

次の項目に該当・同意できない場合は、郵便局の転送手続き等でご対応ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 送付先変更の対象書類 

本市基幹系システムから出力される書類のうち送付先の登録が可能である書類 

ただし、法令等で住民登録住所へ送付しなければならない旨規定されている書類は、この限

りではありません。 

 

３ 送付先の変更ができる対象者は次のとおりです。 

(１) 障害者支援施設、介護保険施設又は病院等に入所している方 

(２) 心身の障がい、高齢又は認知症等により郵便物の管理が難しい方 

(３) 送付先変更対象者の成年被後見人、保佐人及び補助人により郵便物の管理が行われている方 

(４) 市税金又は保険料等に関する書類を住民登録地以外で受け取ることを希望する方 

(５) 国外へ転出し国内の別の住所へ郵便物の転送を希望する方 

 

４ 送付先変更の届け出ができる方は次のとおりです。 

届出者が本人でない場合は、必ず本人から送付先変更の同意等（※合志市送付先変更届出書

の裏面「確認同意事項」にチェック）を得たうえで届け出を行ってください。 

(１) 送付先変更対象者 

(２) 送付先変更対象者の親族 

(３) 送付先変更対象者の成年被後見人、保佐人及び補助人 

(４) 送付先変更対象者の入所する障害者支援施設や介護保険施設、病院等の職員等 

 

５ 次に該当する場合は、すみやかに業務所管課のいずれかに届け出てください。

届け出がない限り送付先は変更となりません。 

(１) 送付先の内容に変更が生じたとき 

(２) 送付先の登録業務を変更したいとき 

(３) 送付先の登録を要しなくなったとき 

６ 受付方法 

(１) 窓口   （次ページ受付窓口のいずれかへ提出） 

(２) 郵送   （郵送先：〒861-1195 熊本県合志市竹迫 2140 番地 合志市役所 ○○〇課 宛） 

※必ず宛先に課名を記載して郵送してください。 

(３) オンライン（以下 QR コードより） 

 

 

 

 

１ 送付先変更とは 

合志市送付先変更届について 

既存の登録を廃止
したいとき 

既存の登録を変更
したいとき 

新たに登録 

したいとき 
オンラインの場合

は、お手数ですが

次ページ受付窓口

担当部署に事前に

ご相談ください。 

令和８年 1月 5 日 
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【受付窓口】 
業務 担当部署 電話番号 

市県民税 税務課 096-248-1114 

固定資産税 

軽自動車税 

法人市民税 

国民健康保険税 

国民健康保険関係（資格・給付) 健康ほけん課 096-248-1275 

後期高齢者医療保険 

（後期高齢者医療広域連合からの文書含む） 

介護保険（保険料・認定・受給・給付） 高齢者支援課 096-248-1102 

障がい福祉関係 福祉課 096-248-1144 

こども・子育て支援関係（保育等） こども未来課 096-248-1162 

児童手当関係 

児童扶養手当関係 

就学関係（学齢簿・就学援助） 学校教育課 096-248-2366 

畜犬管理関係（狂犬病予防注射） 環境衛生課 096-248-1202 

(１) 合志市送付先変更届出書 

※必ず裏面「確認同意事項」を確認のうえ同意にチェックをお願いします。 

(２)「届出者」の身分証明書 

(３)「送付先変更対象者」の身分証明書 

(４)「送付先人」の身分証明書 

   送付先が施設等の場合は施設等の住所が確認できる書類 

(５) 成年後見人等へ送付先を変更する場合は登記事項証明書（発行 6 ヶ月以内のもの） 

 

【身分証明書の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要な情報は本人確認できる内容（顔写真、氏名、住所、生年月日等）であるため、郵送や

オンライン申請で提出される場合は、その他の情報（個人番号等）は映りこまないようにお願

いします。 

 

その他留意点 

●共通送付先の登録があっても、業務毎に既に送付先が設定されている場合は、業務毎の登録

が優先されます。 

●送付先が登録されている場合において、市以外の公的機関（後期広域連合等）に対して、必

要に応じ送付先情報を提供する場合があります。 

7 送付先変更の届出に必要な書類 

■顔写真入りの本人確認ができる書類がある場

合 以下書類などから 1 点 
・マイナンバーカード 

・運転免許証 

・各種障害手帳 

・パスポート 

・在留カードまたは特別永住者証明書 

                  など 

■顔写真入りの本人確認ができる書類がない場合 

以下書類などから 2 点 

・資格確認書 

・介護保険証 

・各種限度額認定証 

・各種福祉医療受給者証 

・年金手帳 

・年金証書               など 


